
田原市生ごみ処理容器等設置事業補助金交付要綱  

 

（目的） 

第１条 この要綱は、ごみの減量化対策として家庭における自家処理を促進

するため、生ごみ処理容器等の設置者（以下「設置者」という。）に対し、

予算の範囲内に置いて補助金を交付することについて必要な事項を定め

ることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

(1) 生ごみ処理容器  生ごみの減量・減容・堆肥化を目的とする非電気

式の容器型のもので、耐久性・耐水性を擁し、衛生を保持する構造・機

能を有するものをいう。 

(2) 電気生ごみ処理機  電気式で熱風若しくは木くず等により生ごみ

を減量・減容・堆肥化させる処理機、及び電気式と同等程度の機能を有

するバイオ式処理機をいう。 

(3) 生ごみ処理容器等  生ごみ処理容器と電気生ごみ処理機を総称した

ものをいう。 

(4) 販売店  物の販売又はサービスの提供が事業として行われている

個々の場所をいう。 

（補助対象者） 

第２条の２ 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれに

も該当する個人とする。 

(1) 市内に住所を有している者 

(2) 交付申請時に市税の滞納がない者 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）に規定する暴力団若しくは暴力団員（以下「暴力団等」という。）

と密接な関係を有さない者 

（補助対象経費） 

第３条 補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の経費は、生

ごみ処理容器等（本体）の新規購入費とする。 

２  補助の対象となる数は、１世帯につき生ごみ処理容器にあっては２基、

電気生ごみ処理機にあっては１台までとする。 

３  この補助金を受け設置した生ごみ処理容器等を買い替えしようとする

ときは、購入が完了した年度の翌年度から起算し、生ごみ処理容器にあっ

ては５年、電気生ごみ処理機にあっては７年を経過し、かつ使用不能と認

められる場合に限り、補助の対象とする。 

（補助金の限度額） 

第４条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、１００円未満

の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 設置者は、補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に次の書

類を添えて補助事業の経費の支払が完了した日から当該年度の３月３１



日までに市長に提出しなければならない。 

(1) 商品の領収書（レシートではなく氏名及び商品の型番が確認できるも

の）の写し 

(2) その他市長が必要と認める書面 

（補助金の交付決定及び額の確定） 

第６条 市長は、補助金交付申請書兼実績報告書を受理したときは、その内

容を審査し、適当と認められる場合は、補助金交付決定・確定通知書（様

式第２号）により設置者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第７条 市長は、交付すべき補助金の額を確定したのち、補助金請求書（様

式第３号）に基づいて補助金を設置者に交付するものとする。 

（検査等） 

第８条 市長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めると

きは、その目的を達成するために必要な限度において、補助金の使途につ

いて必要な指示をし、報告を求め、又はその状況を実地に検査することが

できる。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めのない事項については、田原市補助金交付要綱（昭

和５１年４月１日施行）の定めるところによる。 

２ この要綱及び田原市補助金交付要綱に定めるもののほか、必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

 １ この要綱は、平成３年４月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

 ２ この要綱は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。 

   附 則 

 この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年８月２０日から施行する。 

      附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行し、平成２１年４月１日以降に 

購入された生ごみ処理容器等から適用する。 

附 則  

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は、平成２５年９月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則  



この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 



別表（第４条関係）  

補助対象  販売店  補助金額  

生ごみ処理容器  

市内  
１基につき３，０００円を限度とし、購入価格の  

２分の１以内とする。  

市外  
１基につき２，０００円を限度とし、購入価格の  

２分の１以内とする。  

電気生ごみ処理機  

市内  
１台につき２５，０００円を限度とし、購入価格の

２分の１以内とする。  

市外  
１台につき１５，０００円を限度とし、購入価格の

２分の１以内とする。  

 

  



様式第１号（第５条関係）  

                         年  月  日  

 

田原市長 殿  

 

                申請者  

住 所 田原市  

                 氏 名  

                      電話  

 

補助金交付申請書兼実績報告書  

 

    年度生ごみ処理容器等設置事業として補助金の交付を受けたいので、

下記のとおり申請します。また、暴力団等と密接な関係を有する者でないこと

を誓います。 

なお、申請に係る審査のため、田原市の市税の納付状況を確認することに同

意します。 

 

記  

 

１ 補助事業の目的  ごみの減量化（生ごみの自家処理）  

２ 補助事業の内容  ①生ごみ処理容器 ②電気生ごみ処理機  

         商  品  名  

         販  売  店  

         購入価格         円（消費税を含む。）  

３ 補助事業施行日   購入年月日    年  月  日  

                

４ 補助金交付申請額        円  

 

 

（注）商品の領収書（レシートではなく氏名及び商品の型番が確認できるもの）  

の写しを添付すること。  

 



様式第２号（第６条関係）  

 

補助金交付決定・確定通知書  

 

                           

                           年  月  日  

 

         様  

 

                      田原市長  

 

    年度生ごみ処理容器等設置事業の補助金については、下記のとおり  

交付することに決定し、額の確定をしたので、通知します。  

 

記  

 

１ 補助金の対象となる事業の名称、目的、内容及び実施期間  

     年  月  日付による申請書のとおり  

 

２ 補助事業に要する経費並びに補助金の交付決定及び確定額  

   補助事業に要する経費       金      円  

   補助金の交付決定及び確定額    金      円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第７条関係）  

年  月  日  

 

 田原市長 殿  

 

               申請者  

住 所 田原市  

                氏 名  

 

 

補助金請求書  

 

 

    年度生ごみ処理容器等設置事業補助金を下記のとおり請求します。  

 

記  

 

補助金請求額        円  

 

 

金融機関名  

          銀 行        

          信用金庫       本店  

          信用組合       支店  

          農 協        

預金の種類  

及 び 番 号  

  普 通  

預金  口座番号  

当 座  

フ リ ガ ナ  
 

口 座 名 義  
 

 


